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太陽光発電施設設置の手続き水路に雪を捨てないでください
太陽光発電施設を設置する場合、市の適正な土地利用

に関する条例に基づき、手続きをしてください。設置す
る場所、面積により、手続きの流れが異なります。また、
審査には一定の期間を要します。

ただし、屋根に設置する太陽光発電施設など、手続き
が不要な場合もありますので、設置する場合には事前に
ご相談ください。
●手続き・相談窓口　建築住宅課開発調整係
問豊都市計画課計画係・建築住宅課開発調整係
　（472・3111 ㈹ 672・3569）

水路への雪捨てが原因で水路をふさがれ、下流
の住宅地や農地が浸水する恐れがあります。
▷水路に雪を捨てることはやめましょう。
▷防護柵をはずして雪を捨てないでください。
▷投雪した雪の上で子ども達が遊ぶと転落し、水

路に落ちる可能性があり、危険です。
地域の皆さんの見守りにご協力くだ
さい。

問三耕地林務課耕地担当
（477・3111 ㈹ 677・6060）

が
必
要
で
す
。
新
た
に
該
当
と
な
る
皆

さ
ん
は
、手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

●
改
正
に
よ
り
新
た
に
手
当
を
受
け
取

れ
る
皆
さ
ん　

▽
子
ど
も
を
養
育
し

て
い
る
祖
父
母
等
が
、
低
額
の
老
齢

年
金
を
受
給
し
て
い
る
場
合
▽
父
子

家
庭
で
、
子
ど
も
が
低
額
の
遺
族
厚

生
年
金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
場
合
▽

母
子
家
庭
で
、
離
婚
後
に
父
が
死
亡

し
、
子
ど
も
が
低
額
の
遺
族
厚
生
年

金
の
み
を
受
給
し
て
い
る
場
合
な
ど

●
支
給
開
始
日　

申
請
の
翌
月
分
か
ら

支
給
開
始
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、

こ
れ
ま
で
公
的
年
金
を
受
給
し
て
い

た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
で
き
な
か
っ
た
人
の
う
ち
、
平
成

26
年
12
月
１
日
に
支
給
要
件
を
満
た

し
て
い
た
人
が
、
3
月
ま
で
に
申
請

し
た
場
合
は
、
平
成
26
年
12
月
分
の

手
当
か
ら
受
給
で
き
ま
す
。
平
成
26

年
12
月
～
3
月
分
の
手
当
は
、
4
月

に
支
払
わ
れ
ま
す
。

●
手
続
き　

詳
し
く
は
、
子
ど
も
支
援

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
た
ち
が
安
全
に
、
安
心
し
て

遊
べ
る
環
境
作
り
を
手
伝
っ
て
い
た
だ

く
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。

●
対
象　

子
ど
も
と
触
れ
合
う
こ
と
が

好
き
な
人
。
年
齢
、
性
別
、
資
格
は

問
い
ま
せ
ん
。

●
謝
金　

１
時
間
６
０
０
円

●
活
動
日　

毎
週
水
曜
日
（
明
南
小
学

校
は
木
曜
日
）
の
放
課
後
・
年
間
約

30
回
、
午
後
2
時
頃
～
5
時
頃

●
活
動
場
所　

小
学
校
の
体
育
館
や
校

庭
等

●
活
動
内
容　

子
ど
も
た
ち
が
思
い
っ

き
り
体
を
動
か
し
て
遊
べ
る
よ
う
、

環
境
づ
く
り
に
従
事
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。
主
に
遊
び
を
見
守
り
、
時
に

は
、子
ど
も
た
ち
と一緒
に
遊
び
ま
す
。

●
受
付
期
間　

随
時
募
集

●
そ
の
他　

▽
ス
ポ
ー
ツ
安
全
保
険

（
傷
害
・
賠
償
責
任
補
償
付
き
）
に

加
入
（
費
用
は
市
が
負
担
）
▽
ス
タ

ッ
フ
ジ
ャ
ン
パ
ー
、Ｔ
シ
ャ
ツ
の
貸
与

●
放
課
後
子
ど
も
教
室
と
は

子
ど
も
た
ち
の
放
課
後
の
活
動
拠
点

を
確
保
す
る
た
め
、
市
内
10
カ
所
で

「
わ
い
わ
い
ラ
ン
ド
」
と
い
う
名
称

で
実
施
し
て
い
ま
す
。
異
年
齢
・
異

世
代
間
交
流
を
通
じ
て
、
心
身
と
も

に
た
く
ま
し
い
子
ど
も
を
地
域
全
体

で
育
み
ま
す
。

本
会
議
や
委
員
会
な
ど
は
ど
な
た
で

も
傍
聴
で
き
ま
す
の
で
、
気
軽
に
お
出

掛
け
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
議
会
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
は
、
本
会
議
の
ラ
イ
ブ
中
継
を
行

っ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
議
会
事
務

局
に
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
議

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
会
期　

2
月
20
日
（
金
）
～
3
月
20

日
（
金
）
ま
で
（
予
定
）

●
時
間　

午
前
10
時
開
会

●
場
所　

堀
金
支
所
（
3
階
）

遺
族
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
給

す
る
皆
さ
ん
も
、
年
金
額
が
児
童
扶
養

手
当
額
よ
り
低
い
場
合
は
、
そ
の
差
額

分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

受
給
す
る
た
め
に
は
、
市
へ
の
申
請

制
度
の
申
請
を
す
る
人

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

す
べ
て
の
皆
さ
ん
へ

確
定
申
告
書
へ
の
復
興
特
別
所
得
税

額
の
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

平
成
25
～
49
年
分
ま
で
の
各
年
分

は
、
所
得
税
と
併
せ
て
復
興
特
別
所
得

税
の
申
告
と
納
付
を
す
る
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、

基
準
所
得
税
額
（
原
則
と
し
て
、
そ
の

年
分
の
所
得
税
額
）
に
2
・
1
㌫
の
税

率
を
掛
け
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

消
費
税
の
確
定
申
告
を
す
る

皆
さ
ん
へ

平
成
26
年
4
月
1
日
か
ら
、
消
費
税

率
が
8
㌫
（
内
、
地
方
消
費
税
1
・
7

㌫
）
に
変
更
さ
れ
た
の
に
伴
い
、
平
成

26
年
分
の
消
費
税
・
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
帳

簿
等
で
課
税
取
引
を
事
前
に
適
用
税
率

ご
と
に
区
分
し
、
そ
れ
を
基
に
計
算
し

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

青
色
相
談
コ
ー
ナ
ー
を
開
設

青
色
申
告
会
の
協
力
に
よ
り
「
青
色

相
談
コ
ー
ナ
ー
」
を
開
設
し
ま
す
。
青

色
申
告
の
特
典
や
青
色
申
告
会
な
ど
を

説
明
し
ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

2
月
26
日
（
木
）・
27
日
（
金
）

　

午
前
9
時
～
午
後
4
時

●
場
所　

豊
科
ふ
れ
あ
い
ホ
ー
ル

税
に
関
す
る
作
文　

表
彰

国
税
庁
、
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合

会
、
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
な
ど
で

は
、
中
高
生
を
対
象
に
、
税
に
関
す
る

作
文
を
募
集
し
ま
し
た
。平
成
26
年
度
、

市
内
か
ら
は
７
９
４
作
品
の
応
募
が
あ

り
、
37
作
品
が
入
賞
し
、
市
租
税
教
育

推
進
協
議
会
で
は
昨
年
12
月
3
日
に
明

科
公
民
館
で
表
彰
式
を
行
い
ま
し
た
。

受
賞
者
は
次
の
皆
さ
ん
で
す
。（
敬
称
略
）

▽
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
優
秀

賞　

小
松
尚
輝（
三
郷
中
2
年
）
▽
松

本
地
区
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
優
秀
賞

柴
﨑
星
佳
（
豊
科
北
中
１
年
）、
山
田

一
貴
（
穂
高
東
中
2
年
）、八
田
葵
（
穂

高
西
中
3
年
）、
山
口
和
輝
（
堀
金
中

１
年
）、
横
内
慎
太
郎
（
明
科
中
2
年
）

▽
松
本
税
務
署
長
賞　

山
岸
有
里
（
南

安
曇
農
業
高
2
年
）、
小
室
裕
廉
（
穂

高
東
中
3
年
）
▽
関
東
信
越
税
理
士
会

松
本
支
部
長
賞　

徳
竹
琴
美
（
南
安
曇

農
業
高
2
年
）
▽
松
本
地
区
歴
代
国
税

モ
ニ
タ
ー
会
長
賞　

内
川
幸
華
（
穂
高

商
業
高
１
年
）

昨
年
の
申
告
状
況
を
も
と
に
市
県

民
税
の
申
告
書
を
１
月
に
発
送
し
ま
し

た
。
申
告
書
が
お
手
元
に
届
か
な
い
場

合
や
平
成
26
年
中
に
収
入
が
な
い
場
合

も
、
市
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。
早
め
の
申
告
を
お
願
い

し
ま
す
。
市
県
民
税
の
申
告
書
は
、
各

支
所
地
域
課
窓
口
と
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

●
申
告
が
必
要
な
人　

▽
国
民
健
康
保

険
加
入
者
お
よ
び
そ
の
世
帯
主
▽
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
加
入
者
お
よ
び

そ
の
世
帯
員
▽
介
護
保
険
加
入
者
お

よ
び
そ
の
世
帯
員
▽
市
外
に
住
ん
で

い
る
親
族
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る
人

▽
収
入
が
な
い
、
ま
た
は
非
課
税
収

入
の
み
で
、
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ

て
い
な
い
人
▽
所
得
証
明
書
な
ど
が

必
要
な
人
▽
所
得
要
件
の
あ
る
各
種

市
議
会
３
月
定
例
会
会
期
日
程

問
堀
議
会
事
務
局

（

71
・
２
１
５
６ 

71
・
２
１
５
０
）

平
成
26
年
12
月
１
日
か
ら「
児
童

扶
養
手
当
法
」の
一
部
が
改
正

問
健
子
ど
も
支
援
課
児
童
係

（

81
・
０
７
２
７ 

81
・
０
７
０
３
）

市
県
民
税
・
所
得
税
の
申
告
は

3
月
16
日（
月
）ま
で

市
県
民
税
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

問
豊
市
民
税
課
諸
税
係

（

72
・
３
１
１
１
㈹ 

72
・
８
３
４
０
）

所
得
税
・
消
費
税
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ

松
本
税
務
署（

32
・
２
７
９
０
）（
自

動
音
声
案
内
）

放
課
後
子
ど
も
教
室「
わ
い
わ
い

ラ
ン
ド
」ス
タ
ッ
フ
募
集

問
教
生
涯
学
習
課
社
会
教
育
担
当

（

62
・
４
５
６
５ 

62
・
３
５
２
５
）

会

議

て

育

子

告

申

の

税

受賞者の皆さん

表彰式のようす


